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2012 年日本政府年次報告 

「就業が認められるための最低年齢に関する条約」（第 138 号） 

(2010 年 6 月 1 日～2012 年 5 月 31 日) 

 

１．質問 Iについて 

前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

２．質問 IIについて 

前回までの報告に変更又は追加すべき事項はない。 

 

３．質問 IIIについて 

前回までの報告中、（１）、（２）を以下のとおり改める。 

（１）中、「２０１０年」を「２０１２年」に、「３，９４９名」を「３，

９７７名」に改める。 

（２）中、「２０１０年」を「２０１２年」に、「１７９人」を「１８１人」

に、「平成２１年度」を「２０１１年度」に改める。 

 

４．質問 IVについて 

該当はない。 

 

５．質問 Vについて 

前回までの報告中、（１）、（２）を以下のとおり改める。 

（１）中、「２００８年１月から２００９年１２月」を「２０１０年１月か

ら２０１１年１２月」に、「２２件（２００８年１６件、２００９年６件）」

を「２９件（２０１０年１６件、２０１１年１３件）」に、「送検数は２００

８年が２件、２００９年が１件であった。」を「２０１０年及び２０１１年

ともに０件であった。」に改める。 

（２）中、「２００８年１月１日から２００９年１２月３１日」を「２０１

０年４月１日から２０１２年３月３１日」に、「１０，３６４隻（２００８

年５，１９０隻、２００９年５，１７４隻）」を「１０，７６１隻（２０１

０年度５，１７５隻、２０１１年度５，５８６隻）」に、「８件」を「９件」

に、「８件」を「６件」に改める。 

 

６．質問Ⅵについて 

  本報告の写しを送付した代表的な労使団体は、下記の通り。 

   （使用者団体）日本経済団体連合会 
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   （労働者団体）日本労働組合総連合会 


